
問合せ先

担当：函館市保健福祉部地域福祉課
住所：函館市東雲町４番１３号
電話：21-3289
HP

【函館市介護職員等資格取得支援事業】 令和６年７月作成

函館市では，新たな介護職員等の就労促進と，すでに介護職員等として働いて
いる方のキャリアアップを支援するため，『介護職員初任者研修』・『介護福
祉士実務者研修』の受講料等の一部を補助します。

□ 都道府県知事の指定を受けた事業者が実施した研修を受講し，修了している

□ 函館市内の介護サービス事業所等で介護職員等として勤務している

□ 介護サービス事業者等に直接雇用されている（派遣職員等ではない）

□ 研修の修了日が申請日の過去１年以内である

□ 受講料等に対して，国，道または他の地方公共団体等から同種の補助金等を受けていない

□ 高等学校等または大学等の授業等において受講した研修ではない

□ （個人申請）受講料等の全額または一部を自己負担している

□ （法人申請）対象となる受講者が受講した研修に係る受講料等を全額負担している

□ （法人申請）自らが研修の実施機関として開講する研修ではない

受講料等の一部を補助します！！

補助対象経費

〇 研修の実施機関に直接支払った受講料，テキスト代，実習代
※ 補講等に係る費用等は含みません
※ （個人申請）法人から受講料等に対し助成を受けている場合は，助成された額を除いた金額です
※ （法人申請）介護職員等が負担した受講料等の全額に対して金銭（支給金）を支給した場合も対象です

補助金の額

〇 補助対象経費の１／２以内の額（千円未満の端数は切り捨て，上限５万円）
※ 介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修のそれぞれに対し，受講者１人につき１回を限度とします

【参考】補助金額の例

介護職員初任者研修 ・ 介護福祉士実務者研修

補助対象者負担（７万円） 市補助金（５万円）受講料等１２万円

補助対象者負担（４万８千円） 市補助金（４万７千円）受講料等９万５千円

受講料等１２万円
法人からの助成ありの場合

補助対象者負担（4万５千円） 市補助金（４万５千円）法人負担（３万円）

補助対象者

：https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017033100025/
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□ 交付申請書（別記第１号様式－１）

□ 研修の修了証明書の写し

□ 研修の実施機関発行の受講料等の領収書の写し
※ あて名が申請者のもの

□ 雇用証明書（別記第２号様式）
※ １か月以内に発行されたもの

□ 介護サービス事業者等から受講料等に対し助成
を受けている場合は，助成を受けたことが分かる
もの

□ 交付申請書（別記第１号様式－２）

□ 研修の修了証明書の写し

□ 研修の実施機関発行の受講料等の領収書の写し
※ あて名が法人のもの
※ 介護職員等に対し支給金を支払った場合は，
受講した介護職員等のあて名でも可

□ 雇用証明書
※ １か月以内に発行されたもの

□ 介護職員等に支給金を支払っている場合は，
支給明細書の写し

補助を受けるための流れ

① （補助対象者）介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を受講し，修了する

② （補助対象者）交付申請書と必要書類をそろえて市に提出する

③ （市）提出された書類を審査

④ （市）補助金の交付可否を通知

⑤ （市）申請書に記載されたの振込先に振込（②から３週間程度かかります）

①対象の研修
受講・修了

②申請書類一式を提出補助対象者

③書類の審査
④補助金の交付可否

を通知 ⑤補助金振込市

〇 介護保険法

〇 老人福祉法

・養護老人ホーム

〇 障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・療養介護（医療に係るものを除く。）
・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援
・共同生活援助

〇 生活保護法

・救護施設

【介護予防サービス】
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護

【地域密着型介護予防サービス】
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護

【地域密着型サービス】
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【居宅サービス】
・訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護

【施設サービス】
・介護福祉施設サービス
・介護保健施設サービス
・介護医療院サービス

※ 公的機関が設置，運営する施設は除きます

申請書類（個人申請） 申請書類（法人申請）

補助金の交付を
決定した場合

補助対象事業所
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